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トラック運送事業は、地域の暮らしと経済活動を支える公共的物

流サービスを担っており、まさにエッセンシャルな産業です。ト

ラック運送事業は「人の力」で成り立っており、現場で働いてい

るドライバーの活躍がなければ、私たちの業界は立ち行かなくな

ってしまいます。 

しかしながら、当業界は現在深刻なドライバー不足に直面して

おり、高齢化による離職、若年層の業界離れがさらに進むと、物

流の根幹を担う人材の確保が困難な状況です。  

このような中、本年６月に業界の適正化と運転者の賃上げの実

現に向けて「貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」と

「貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関

する法律」が成立しました。 

改正事業法と新法の施行を通じ、荷主との協力体制構築による

荷待ち時間の削減や荷役負担の改善により、「働き方改革」を実現

し、トラック運送業界の質の向上を目指し、トラック運送事業が

更に社会貢献していく上で重要なのが、輸送効率を高めるための

基盤となる道路網整備です。特に大型車両が誘導車や時間の制限

等なく、高速で走行できる道路網を整備していただくことが、輸

送効率の向上にとって必要不可欠であります。  

特殊車両通行制度を必要とせずに大型車両が効率よく走行でき

る道路網が整備されることを強く望んでおりますが、これらの実

現には多大な予算と時間を要するのも事実であります。現在の道

路網で大型車両が走行するには、特殊車両通行制度が必要となる

ケースが多く、その手続き件数は年々増加しています。  

そこで、当協会は令和４年４月から運用が開始された特殊車両

通行確認制度の活用及び普及・促進に努めて参りますが、道路法

を遵守するトラック運送事業者の申請手続き上の負担軽減を図り、

付与条件も極力最小とすべく、以下の点について早急に実現して

いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 
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１  夜間２１時～６時の通行時間帯条件の緩和 

特殊車両通行許可には、通行時間帯の条件が付されることが

ありますが、夜間２１時～６時の通行時間帯条件を付されるこ

とにより、６時までに着地に到着、その後８時まで待機、８時

から積載物を降ろして空車となった車両が２１時まで着地から

出発できず、その間ドライバーを拘束せざるを得ない状況とな

ります。また、着地にて待機できるスペースを確保してもらえ

ない場合、外に出されるものの大型車両が駐車できる場所は無

いに等しく、着地周辺での駐車場所の確保に苦慮しております。 

政府において令和５年６月に取りまとめられた、「物流革新に

向けた政策パッケージ」の中で、深刻なドライバー不足の解消

と働き方改革の実現に向け、明記された通行時間帯条件の緩和

等を行う旨が明記されており、引き続き次のとおり、実現をお

願いします。 

 

①重量・寸法条件について、令和６年４月から緩和の試行が

実施されていますが、試行の結果の状況を分析・評価した

上で、可能な限りの更なる緩和をしていただきたい。  

特に折進審査において、審査を効率的に進めるため、一定

のルールを適用して審査しているため、交差角がわずかに

１度大きい等、車両の軌跡図を基に確認すると曲がること

が可能なケースが多々あるため、自動審査から外してほし

い。  

 

②待機場所は法令遵守のため必要となることから、当業界で

も荷主の理解を得る努力を続けていきますが、国土交通省

から荷主に対して、目的地内において車両待機場所を確保

するよう、指導していただきたい。  

 また、狭小工事現場等により車両待機場所が確保できない

場合は、交通に支障等が少ない箇所について目的地近隣待

機場所までの昼間運行を認めていただきたい。  
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２  特殊車両通行確認制度の利便性確保及び特殊車両通行許

可申請手続きの簡素化等 

 

特殊車両通行許可の審査日数の長期化や膨大な申請手間、

それに伴う費用等の問題は、深刻なドライバー不足への対

応、働き方改革の実現といった課題の解決に向けた大きな足

かせとなっており、令和４年４月から特殊車両通行確認制度

の運用が開始されたこと、また、利用促進に向けた取り組み

を進めていただいておりますことは、これら問題解決に資す

るものであり大変感謝申し上げます。  

特殊車両通行確認制度がより一層普及拡大し、円滑に運用

され、利用者にとって有効なものとして機能させるために、

以下の内容について引き続き早急に進めていただきたい。  

 

①特殊車両通行確認制度の手数料について、従来から実施さ

れている申請方法と比べ、車両登録手数料を含めると割高

と感じていることから、利用しやすい手数料（例えば、１

経路ごとの申請手数料や許可期間についても同等とするな

ど）に改めていただきたい。  

 

②出発地から目的地まで新たな制度だけで完結できるよう、

都道府県道や市区町村道を含めて、道路情報便覧への収録

を早急に進めていただくとともに、新たな道路が供用され

た際にも、即時にデジタル化を進めていただきたい。  

 

③重要物流道路は、国土交通大臣が指定する物流にとって重

要な道路網であり、事故、災害などの通行障害発生時にも

活用できるよう特車ゴールドの対象としていただきたい。  


